（Ｒ６　大阪教組　栄養教職員部）

項目１
○　学校における食物アレルギー、特に学校給食でのアレルギー対応は、栄養教諭の役割が重要であり、栄養教諭の定数改善については、これまでも全国都道府県体育・スポーツ・保健・給食主管課長協議会などを通じた要望や、「令和７年度国の施策並びに予算に関する提案・要望」において大阪府からも栄養教諭の各校１名配置について要望しているところ。
今後とも引き続き、定数改善について要望してまいる。

○　栄養教諭の加配措置は、限られた人数ではあるが、加配を希望する市町村に対し、ヒアリングを実施した上で、加配措置の必要性等を総合的に勘案し、加配配置校を決定しているところ。

○　加配措置を行った学校には学校訪問を行い、その際には校内体制の整備や、市町村のサポート体制等について必要に応じ指導や他市町村の取組事例を紹介するなど助言をおこなっている。
また、府教育庁が開催している「学校給食・食育研究協議会」などの場で、食育の推進や衛生管理について講演や研究協議をおこなっているほか、大阪府栄養教諭等連絡協議会にて、給食管理や給食指導、食育など幅広く意見交換をおこなっている。
今後も栄養教諭等の意見を聞きながら進めてまいる。

○　食物アレルギー疾患のある子どもへの対応については、平成２９年２月に策定した、「学校における食物アレルギー対応ガイドライン」を踏まえて対応するよう、これまでも市町村教育委員会に周知してきたところ。

○　加えて、令和４年３月には、より学校で活用しやすいものとすることを目的に本ガイドラインを改訂し、各様式やチェック表、記入例の追加等を行い、引き続きアレルギー事故の防止に向け、各府立学校、市町村教育委員会に対し活用するよう依頼したところ。

○　食物アレルギー対応は、個人の努力や良心に任されるものではなく、児童生徒の安全性を最優先し、栄養教諭や養護教諭、食物アレルギーを有する児童生徒を受け持つ学級担任のみならず、管理職をはじめとする全ての教職員が組織的に対応することが重要であることから、さまざまな機会をとらえ、適切に指導をおこなってまいる。

○　栄養教諭については、標準法による定数を基礎として、各校の状況を勘案の上、配置している。
項目２

○　大阪府では、栄養教諭制度が創設されたことを受け、正規の栄養職員を栄養教諭に移行してまいった。

○　栄養教職員は、学校における食育の一層の推進を図るためには、中核的な役割を担う重要な職であると認識している。

○　栄養教職員については、育児短時間勤務及び職務軽減措置についても、基本的に、その代替者について、措置することとしているところであり、その確保について、引き続き、市町村教育委員会と連携してまいる。

○　また、教職員の再採用制度については、教職員採用を取り巻く社会情勢等を踏まえ、令和７年度から、育児、介護、転職等により退職した教職員を対象とした採用選考を実施してまいる。

項目３

○　栄養教諭の代替者は、栄養士である学校栄養職員を臨時技師として任用しているところ。
給与条例において、栄養士の給料表は医療職給料表（二）と定められており、ご要求に応じることは困難である。

項目４

○　教職員の評価・育成システムについては、教職員の意欲・資質能力の一層の向上を図ることにより、給食センター（共同調理場）を含め、学校現場における教育活動をはじめとする様々な活動の充実、組織の活性化を図ることを目的として実施している。

○　評価者の「評価」に対する理解を深め、評価・育成能力の向上を図るため、評価・育成者研修を実施しており、演習事例を取り入れるなど、実践的な研修も行っている。

○　今後も適正に運用し、よりよい制度とするため、今年度８月に評価・育成システムに関する教職員のアンケートを実施した。アンケートで回答された意見も参考に「教職員の評価・育成システム」の充実・改善を図ってまいる。

項目５

○　後進の育成・栄養教諭の資質向上については、府教育庁が開催している「学校給食・食育研究協議会」などの場で、食育の推進や衛生管理について講演や研究協議をおこなっているほか、大阪府栄養教諭等連絡協議会にて、給食管理や給食指導、食育など幅広く意見交換をおこなっている。

○　今後、アレルギーガイドラインの市町村教育委員会へのさらなる周知に加えて、後進の育成・栄養教諭の資質向上などについて、栄養教諭の意見を聞きながら進めてまいる。

○　今後とも、栄養教諭等定数の確保に努めるとともに、適正な定数管理に努め、適正な勤務労働条件の確保に向けて取り組んでまいる。

項目６

○　なお、再任用短時間勤務者の要勤務日以外に代替者等を措置することは、現状では困難である。

項目７

○　新規採用栄養教諭に対する研修は、「校内研修年間指導計画モデル（指導内容例）」にて、研修指導員による校内研修を１日４時間程度、年間４日間実施するモデル例をお示ししている。

○　なお、研修指導員については、新規採用栄養教諭を有する市町村教育委員会に対し、原則として管内の経験豊富な栄養教諭をご推薦いただき、決定しているところ。

